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４
月
に
乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診

を
保
健
セ
ン
タ
ー
に
て
行
い
ま
し
た

が
、
当
日
受
診
で
き
な
か
っ
た
方
、

ま
た
は
転
入
等
で
申
し
込
み
が
出
来

な
か
っ
た
方
を
対
象
に
再
度
申
し
込

み
を
行
い
ま
す
の
で
、
保
健
セ
ン
タ

ー
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

○
検
診
日

６
月
16
日
（月）

※
申
し
込
み
期
限
　
６
月
13
日
（金）

○
検
診
自
己
負
担
金

・
乳
が
ん
検
診

40
歳
〜
49
歳
で
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ

２
方
向
の
方
　
　
２
　
０
０
０
円
　

30
歳
以
上
　
　
　
１
　
０
０
０
円

70
歳
以
上
　
　
　
　
　
５
０
０
円

・
子
宮
が
ん
検
診
　

20
歳
以
上
　
　
　
１
　
０
０
０
円

70
歳
以
上
　
　
　
　
　
５
０
０
円

○
用
意
す
る
物

・
自
己
負
担
金

・
受
診
券
は
が
き
（
必
ず
持
参
し
て

下
さ
い
。）

・
バ
ス
タ
オ
ル
一
枚

・
ス
カ
ー
ト
（
子
宮
が
ん
検
診
を
受

け
る
方
）

・
健
康
手
帳
（
お
持
ち
の
方
）

※
検
査
当
日
、
保
健
セ
ン
タ
ー
内
で

は
ス
リ
ッ
パ
の
用
意
が
あ
り
ま
せ

ん
、
靴
下
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

〇
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
（84）
１
９
１
０

○
受
講
対
象
者

母
子
家
庭
の
母
及
び
寡
婦

○
受
講
種
目

訪
問
介
護
員
２
級
課
程

○
募
集
人
員

30
名

○
受
講
期
間

６
月
29
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で

延
日
数
22
日
・
130
時
間

○
講
習
会
場

県
立
母
子
の
家
「
母
子
福
祉
セ
ン

タ
ー
」（
水
戸
市
）

○
受
講
手
続

希
望
者
は
、
申
込
用
紙
に
必
要
書

類
を
添
付
し
郵
送
に
て
５
月
25
日
（日）

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

○
託
児
所
　
有
り

（
２
歳
児
未
満
は
対
象
外
・
所
得

に
応
じ
個
人
負
担
あ
り
）

○
そ
の
他

受
講
料
は
無
料
で
、
交
通
費
の
一

部
支
給
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
受
講
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
行

事
用
保
険
料
及
び
細
菌
検
査
料
は
自

己
負
担
で
す
。

○
お
申
し
込
み
先

県
立
母
子
の
家
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

1
０
２
９
（
２
２
１
）
８
４
９
７

＊
申
込
書
は
、
役
場
健
康
福
祉
課
に

あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
Ｇ
（
内
線
２
３
７
）

町
で
は
今
年
度
５
月
か
ら
生
後
４

ヶ
月
ま
で
の
乳
児
が
い
る
す
べ
て
の

家
庭
を
助
産
師
ま
た
は
保
健
師
が
訪

問
す
る
「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事

業
」
を
実
施
し
ま
す
。
訪
問
の
際
、

家
庭
の
様
子
や
親
子
の
心
身
の
状
況

の
把
握
や
助
言
を
お
こ
な
い
、
子
育

て
に
関
す
る
情
報
の
提
供
や
、
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
に
結
び
つ
け
る
事
業
で

す
。
出
生
届
又
は
母
子
健
康
手
帳
交

付
の
際
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
が
、
詳

し
い
内
容
は
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
（84）
１
９
１
０

○
対
象
者

平
成
17
年
４
月
１
日
以
降
に
町
へ

転
入
さ
れ
た
方
で
、
町
内
に
住
宅
取

得
し
、
町
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

な
お
Ｕ
タ
ー
ン
の
場
合
は
、
住
民

で
な
く
な
っ
て
１
年
以
上
経
過
し
た

後
、
町
内
へ
転
入
さ
れ
た
方
。

○
奨
励
措
置

固
定
資
産
税
の
家
屋
部
分
相
当
額

と
し
、
交
付
期
間
は
３
年
間
で
す
。

○
交
付
申
請

申
請
は
、
町
に
あ
る
交
付
申
請
書

を
企
画
財
政
課
に
提
出
し
て
下
さ

い
。（
当
該
年
度
、
１
月
末
ま
で
）

○
お
問
合
わ
せ

企
画
・
情
報
Ｇ
（
内
線
２
２
１
）

農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
を
宅

地
、
資
材
置
場
な
ど
、
農
地
以
外
と

し
て
利
用
す
る
場
合
は
農
用
地
区
域

か
ら
の
除
外
手
続
き
が
必
要
で
す
。

受
付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
の

で
、
手
続
き
を
さ
れ
る
方
は
指
定
さ

れ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

○
受
付
場
所

産
業
課

○
受
付
期
間

６
月
２
日
（月）
か
ら

６
月
30
日
（月）
ま
で

○
提
出
部
数

３
部
（
原
本
１
部
、
写
し
２
部
）

○
農
用
地
区
域
の
主
な
除
外
要
件

①
除
外
の
基
準
と
す
る
要
件
を
全
て

満
た
し
て
お
り
、
具
体
的
な
転
用
計

画
や
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
が
明

確
で
あ
り
、
か
つ
緊
急
性
の
あ
る
も

の
。

②
計
画
に
お
い
て
関
係
す
る
法
令
の

調
整
を
担
当
課
と
行
い
、
許
可
の
諸

条
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
。

③
農
用
地
区
域
以
外
に
転
用
で
き
る

土
地
が
な
く
、
代
替
え
が
困
難
で
あ

る
こ
と
。

④
計
画
に
応
じ
て
適
当
な
位
置
に
あ

る
農
用
地
を
選
定
す
る
こ
と
。

⑤
客
観
的
に
見
て
も
農
用
地
区
域
か

ら
除
外
す
る
こ
と
が
妥
当
と
思
わ
れ

る
土
地
で
あ
る
こ
と
。

※
申
し
出
の
あ
っ
た
土
地
は
、
必
ず

し
も
ご
希
望
に
添
え
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。
ま
た
農
用
地
区
域
か
ら
除
外

し
た
後
、
さ
ら
に
農
地
転
用
申
請
、

開
発
許
可
申
請
等
が
必
要
と
な
り
、

着
工
ま
で
に
相
当
期
間
を
要
し
ま
す

の
で
、
農
地
の
転
用
を
予
定
さ
れ
て

い
る
方
は
、
お
早
め
に
産
業
課
ま
で

ご
照
会
下
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

地
域
産
業
Ｇ
　
（
内
線
２
６
１
）

■
乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診

の
お
知
ら
せ

（
健
康
福
祉
課
）

，，，

■
母
子
家
庭
等
自
立
促
進
講
習

会
開
催
に
つ
い
て
（
健
康
福
祉
課
）

（
生
後
４
か
月
ま
で
の
全
戸
訪
問
事
業
）

(

健
康
福
祉
課)

■
定
住
化
促
進
事
業
に
つ
い

て

（
企
画
財
政
課
）

■
農
用
地
区
域
除
外
申
請
を

受
付
け
ま
す

（
産
業
課
）

広　告

■
「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事

業
」の
お
知
ら
せ

（
住
宅
支
援
）


